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船舶事故調査報告書 

                             平成３０年５月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年７月２０日 ０７時４３分ごろ 

発生場所 愛媛県伊方
い か た

町女子
め っ こ

鼻南西方沖 

 女子鼻灯台から真方位２３３°４.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２４.４′ 東経１３２°１４.７′） 

事故の概要  漁船繁栄
はんえい

丸は、揚網作業中、甲板員１人が揚網機の駆動用シャフト

に巻き込まれて負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 繁栄丸、４.９９トン 

 ＥＨ３－５２７０１（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.３０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５５年１２月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１６年１１月４日 

  免許証交付日 平成２６年３月１８日 

         （平成３１年１１月３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６０歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか１人（以下「甲板員Ｂ」という。）

が乗り組み、小型機船底びき網漁の目的で、平成２９年７月２０日０

４時１０分ごろ女子鼻南西方沖の漁場に向けて伊方町伊方港を出港し

た。 

 本船は、女子鼻南西方沖の漁場において、０５時ごろから約２時間

かけて１回目の底びき網のえい
．．

網を行った。 

 船長は、後部甲板にある揚網機のスイッチを入れて揚網機を作動さ

せ、０７時ごろ甲板員Ａ及び甲板員Ｂと共に同甲板で底びき網の揚網
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作業を開始した直後、機関室から異音が聞こえたので、甲板員Ａに指

示して機関室の様子を見に行かせた。 

 船長は、甲板員Ａがなかなか戻らなかったので、自ら機関室に行

き、甲板員Ａが機関室の出入口付近で何かを取り除いている様子を認

めた。 

船長は、機関室内を見たところ、‘機関室内にある揚網機の駆動用

シャフト’（以下「本件シャフト」という。）にカッパの上着と‘主機

の遠隔操作用ケーブル’（以下「本件ケーブル」という。）が巻き付い

ている状況を認めた。 

 本船は、船長が後部甲板に戻って揚網機を停止させた後、機関室に

自らが入り、約３０～４０分間かけて巻き付いた物を応急的に取り除

いたが、本件ケーブルが切断されたため主機の遠隔操作ができなくな

り、更に東風によって船体が圧流され、底びき網の引き綱が船体の下

方に入り込む状況となった。 

 船長は、このままでは揚網作業を行うことができなくなると思い、

甲板員Ａに機関室内で主機の機側操作を行うよう指示し、揚網作業が

行える状態に船体の姿勢を立て直そうとした。 

 船長は、後部甲板の右舷側で前進や中立等を口頭で指示し、その指

示を甲板員Ｂが機関室内の甲板員Ａに伝えながら甲板員Ａが主機の機

側操作を行った。 

 船長は、引き綱が本船の船尾方に延びる状況となり、揚網作業が行

える状態になったので、再び揚網機を作動させた後、甲板員Ｂに対

し、甲板員Ａに主機の機側操作を終えて機関室から出ても良い旨、伝

えるよう指示した。 

 甲板員Ａは、本件シャフトが回転する状況下、甲板員Ｂから機関室

を出るように伝えられ、０７時４３分ごろ機関室を出ようとして足を

踏み出したところ、左足が引っ張られるのを感じると同時にカッパが

破ける音が聞こえ、激痛を感じて叫び声を上げた。 

 船長は、甲板員Ａの叫び声が聞こえたので、異変に気付き、揚網機

を停止して再び機関室に行ったところ、機関室内で甲板員Ａが負傷し

ている状況を認め、甲板員Ｂに携帯電話で僚船に応援を求めると共に

１１９番及び海上保安庁に通報を行うよう指示した。 

 甲板員Ａは、来援した僚船に移乗して伊方町塩成
しおなし

漁港まで運ばれた

後、待機していた救急車で病院に搬送され、左大腿切断及び右下肢切

創と診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 機関室の出  

 入口、写真３ 甲板員Ａが主機の機側操作を行った場所（左舷側か 

ら見た機関室）、写真４ 甲板員Ａが機関室から出る時の両足の状 

況（左舷側から見た機関室）、写真５ 本件シャフト（機関室の出 

入口内側の足元付近）、写真６ 船長及び甲板員Ｂが揚網作業を行 

った後部甲板 参照） 



- 3 - 

 その他の事項  本船は、船体中央部に操舵室があり、操舵室後方の左舷側壁に機関

室の出入口が１か所設けられていた。 

 本船は、揚網機を作動させると本件シャフトが回転する仕組みで、

本件シャフトが機関室の出入口内側の足元付近を横切るようにむき出

しで据え付けられていた。 

 甲板員Ａは、本船に平成２６年ごろから乗船していたが、本船の主

機の機側操作を行うのが初めてであった。 

 甲板員Ａは、本事故当時、健康状態は良好であった。 

 甲板員Ａは、これまでも、時折自身のカッパを本件シャフトに干す

ことがあり、本事故当時、前回の操業後にカッパの上着を干したこと

を失念していた。 

 船長は、以前から、甲板員Ａに対し、カッパを本件シャフトに干さ

ないよう繰り返し注意をしていた。 

本件ケーブルは、本事故発生前、本件シャフトと並行し、その付近

に据え付けられていたが、カッパの上着が干された状況下、本件シャ

フトが回転し、カッパと共に巻き付いて切断された。 

 船長は、本事故当時、本船が主機の遠隔操作ができなくなったの

で、揚網作業や帰港の可否が気掛かりになっていた。 

 船長は、これまで機関室内で主機の機側操作を行うようなトラブル

がなかったので、回転する本件シャフト付近が危険な場所であると認

識していなかった。 

 船長は、甲板員Ａが機関室から出るまでの間、揚網機を停止させ、

本件シャフトの回転を止めておけば良かったと本事故後に思った。 

 甲板員Ａは、Ｔシャツ、カッパのズボン、帽子、ゴム長靴を着用し

ていたが、カッパの裾を足首付近で留めていなかった。 

 甲板員Ａは、本件シャフトが回転する状況下、機関室を出ようとし

た際、カッパのズボンの左裾が本件シャフト付のボルトに巻き込まれ

たのだと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、女子鼻南西方沖において揚網作業中、船長が、甲板員Ａに

主機の機側操作を行わせた後、機関室を出るように指示した際、揚網

機を停止させていなかったことから、本件シャフトが回転する状況

下、踏み出した甲板員Ａの左足が、カッパのズボンの裾と共に本件シ

ャフト付のボルトに巻き込まれて負傷したものと考えられる。 

船長は、本件シャフトにカッパの上着が干された状況下、本件シャ

フトが回転し、カッパと共に本件ケーブルが巻き付いて切断されたこ

とにより、主機の遠隔操作ができなくなったことから、甲板員Ａに機
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関室内で主機の機側操作を行わせたものと考えられる。 

 船長は、揚網作業や帰港の可否が気になっていたこと、及び回転す

る本件シャフト付近が危険な場所であると認識していなかったことか

ら、揚網機を停止させていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、女子鼻南西方沖において揚網作業中、船長が、

甲板員Ａに主機の機側操作を行わせた後、機関室を出るように指示し

た際、揚網機を停止させていなかったため、本件シャフトが回転する

状況下、踏み出した甲板員Ａの左足が、カッパのズボンの裾と共に本

件シャフト付のボルトに巻き込まれたことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・回転するシャフト等の付近で作業に従事する場合は、可能な限り

シャフト等の機械類を停止して行うこと。 

 ・回転するシャフト等の付近で作業に従事する者の服装は、上衣の

袖口やズボンの裾を締め付ける等して、巻き込まれないようにす

ること。 

 ・回転するシャフト等に巻き込まれるおそれのある箇所は、危険箇

所を示す掲示、覆い及び囲い等を設置し、十分な安全を確保する

こと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

事故発生場所 

（平成２９年７月２０日 

０７時４３分ごろ発生） 

女子鼻灯台 

愛媛県伊方町 
塩成漁港 

伊方港 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 機関室の出入口 
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写真３ 甲板員Ａが主機の機側操作を行った場所（左舷側から見た機関室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 甲板員Ａが機関室から出る時の両足の状況（左舷側から見た機関室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故当時、カッパの裾

が長靴から出ていた 
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写真５ 本件シャフト（機関室の出入口内側の足元付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 船長及び甲板員Ｂが揚網作業を行った後部甲板 
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